
 

障第８３２号  

令和７年１０月１４日  

 

 県所管障害福祉サービス等事業所 管理者 様  

 

岐阜県健康福祉部障害福祉課長 

 

サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の資格の管理について（通知） 

 

障害福祉行政の推進につきましては、日頃からご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者（以下「サービス管理責任者

等」という。）については、令和元年度に研修制度の見直しが行われ、５年度毎の各年度

末までに更新研修を受講することとされています。また、その際、下記のとおり経過措

置が講じられ、経過措置期間中はサービス管理責任者等として業務に従事することが可

能とされました。 

また、やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠けた事業所は、県へ協議の

うえ、事由の発生日から１又は２年間、実務経験者をみなし配置することができます。 

今般、複数の事業所において、経過措置期間中に研修の受講を失念し、サービス管理

責任者等の資格を失効しているにもかかわらず、その後も業務に従事していたため、減

算が発生する事例が認められました。 

各事業所におかれては、同様の事態が発生していないかを確認いただくとともに、従

事者の資格の管理を徹底してください。また、やむを得ない事由によりみなし配置して

いる事業所におかれては、みなし配置期間を確認のうえ、有資格者の配置に向けて努め

ていただきますよう、よろしくお願いします。 

 

記 

 

１ 経過措置 
   

対象者 経過措置期間 

平成３１年３月31日において、旧カリキュラムのサー

ビス管理責任者等研修を修了済みの者 

令和６年３月３１日まで 

基礎研修受講時点で実務要件を満たしている者 

（Ｒ１～Ｒ３の基礎研修修了者に限る） 

基礎研修修了者となった日から

３年を経過するまでの間 

 

２ サービス管理責任者等が不在となった場合の対応 
   

  別紙のとおり（令和６年度集団指導資料 抜粋） 

 

障害福祉課 事業所指導係 

担当係長 垣本 担当 島田 

連絡先 058-272-1111（内線3490） 



 
 
 
 
 
 
 
 
  


